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瀬戸内ものしり博士検定
　瀬戸内ものしり博士検定第1 ４弾は、人物

編です。

  検定問題

　備前刀復興の祖として知られ、備前おさ

ふね刀剣の里に記念館がある刀匠は、次の

うち誰でしょう。

　（ア）宇喜多直家　　　

　（イ）宮本武蔵

　（ウ）今泉俊光　　　

　（エ）黒田官兵衛

  

さ
ざ
な
み
ふ
れ
あ
い
講
座

「
ご
み
の
出
し
方
、
こ
れ
で
い
い
？
」

　
こ
れ
ま
で
、
市
町
村
単
独
や

一
部
事
務
組
合
単
位
で
行
わ
れ

て
き
た
ご
み
処
理
を
、
今
後
よ

り
広
域
的
な
枠
組
み
で
対
応
し

て
い
く
こ
と
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
の
削
減
対
策
と
し
て
有
効

で
す
。
ま
た
、
最
終
処
分
場
の

確
保
の
難
し
さ
、
リ
サ
イ
ク
ル

の
必
要
性
の
高
ま
り
、
公
共
事

業
の
縮
減
な
ど
、
ご
み
処
理
を

取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
対
応

す
る
た
め
に
も
必
要
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
県
の
新
岡
山
県
ご

み
処
理
広
域
化
計
画
の
策
定

に
先
駆
け
、
３
市
１
町
（
備

前
市
、
瀬
戸
内
市
、
赤
磐
市
、

和
気
町
、
人
口
13
万
４
千
人
、

面
積
７
３
７
・
４
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
）
に
よ
る
備
前
地

域
ご
み
処
理
広
域
化
対
策
協

議
会
を
、
平
成
18
年
度
に
立
ち

上
げ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
協
議
会
で
は
、
県
の

広
域
化
計
画
に
基
づ
い
て
、

備
前
地
域
に
お
け
る
ご
み
処

理
全
般
に
係
る
実
施
計
画
を

策
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
焼
却
施
設
を
一
カ
所

に
集
約
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、

さ
ら
に
、
ご
み
処
理
施
設
（
マ

テ
リ
ア
ル
リ
サ
イ
ク
ル
施
設
、

最
終
処
分
場
な
ど
）
の
計
画
も

実
施
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
今
後
協
議
会
で
は
、
瀬
戸
内

市
と
赤
磐
市
か
ら
出
さ
れ
た
建

設
候
補
地
に
つ
い
て
、
立
地
条

件
・
環
境
要
素
・
経
済
性
な
ど

比
較
検
討
す
る
た
め
の
適
地
調

査
を
行
い
、
建
設
地
を
決
め
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
生
活
環
境
課

　
　
０
８
６
９
―
２
２
―
１
８
９
９

　
地
球
に
や
さ
し
い
暮
ら
し
の

ヒ
ン
ト
を
見
つ
け
て
み
ま
せ
ん

か
？
　
瀬
戸
内
市
男
女
共
同
参

画
推
進
の
会
「
さ
ざ
な
み
」
で

は
、
正
し
い
ご
み
の
分
別
方
法

や
資
源
ご
み
、
粗
大
ご
み
の
出

し
方
に
つ
い
て
学
ぶ
、
ふ
れ
あ

い
講
座
を
開
催
し
ま
す
。
参
加

費
は
無
料
で
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▽
日
時
　
11
月
21
日
（
水
）　
　

　
　
　
　
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

▽
場
所
　
瀬
戸
内
市
男
女
共
同

　
　
　
　
参
画
交
流
館

　
　
　
　（
長
船
支
所
西
側
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
人
権
啓
発
室

　
　
０
８
６
９
―
２
２
―
３
９
２
２

　
暴
力
は
、
そ
の
対
象
の
性
別

や
加
害
者
、
被
害
者
の
間
柄
を

問
わ
ず
、
決
し
て
許
さ
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、

配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
、
性

犯
罪
、
売
買
春
・
人
身
取
引
、

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
、

女
性
に
対
す
る
暴
力
は
、
女
性

の
人
権
を
著
し
く
侵
害
す
る

も
の
で
、
男
女
共
同
参
画
社

会
を
形
成
し
て
い
く
上
で
克

服
す
べ
き
重
要
な
課
題
で
す
。

　
11
月
25
日
は
女
性
に
対
す

る
暴
力
撤
廃
国
際
日
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
11
月
12
日
か
ら
25

日
ま
で
の
２
週
間
を
「
女
性

に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」

の
期
間
と
し
、
岡
山
地
方
法

務
局
と
岡
山
県
人
権
擁
護
委

員
連
合
会
で
は
、
11
月
12
日

か
ら
18
日
を
全
国
一
斉
「
女

性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

強
化
週
間
と
し
て
、
臨
時
回

線
を
設
置
し
て
電
話
相
談
を

受
け
付
け
ま
す
。

□
　
０
５
７
０
―
０
７
０
―
８
１
０

□
時
間
　

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

　
土
・
日
曜
日
は
、
午
前
10
時

　
〜
午
後
５
時

　
ペ
ッ
ト
も
地
域

社
会
の
一
員
で
す
。

地
域
か
ら
愛
さ
れ

る
ペ
ッ
ト
と
な
る

に
は
、
飼
い
主
の

気
遣
い
が
必
要
で
す
。

　
み
ん
な
に
愛
さ

れ
る
ペ
ッ
ト
を
目

指
し
、
地
域
社
会

と
の
調
和
を
保
ち

ま
し
ょ
う
。

【
飼
う
と
き
の
マ
ナ
ー
】

　
犬
の
放
し
飼
い

は
、
人
に
危
害
を

加
え
た
り
、
交
通

事
故
に
遭
っ
た
り

す
る
危
険
が
高
く
な
り
ま
す
。

ど
ん
な
に
優
し
く
て
お
と
な

し
い
犬
で
も
、
パ
ニ
ッ
ク
状

態
に
な
れ
ば
、
予
期
し
な
い

行
動
を
と
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
必
ず
綱
や
鎖
な
ど
で
つ
な

い
で
飼
う
か
、
お
り
か
柵
で

囲
ん
で
飼
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
散
歩
の
マ
ナ
ー
】

　
と
っ
さ
の
時
に
飼
い
主
が

犬
を
制
御
で
き
る
よ
う
、
引

き
綱
（
鎖
な
ど
）
を
つ
け
て

散
歩
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

　
周
辺
の
環
境
を
守
る
こ
と

は
、
飼
い
主
の
マ
ナ
ー
で
す
。

飼
い
主
の
皆
さ
ん
は
、
散
歩

の
時
、
必
ず
ふ
ん
の
後
始
末

を
し
ま
し
ょ
う
。

【
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
】

　
日
本
国
内
で
は
昭
和
33
年

以
降
狂
犬
病
の
発
生
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
海
外
で
は
狂
犬

病
の
流
行
が
続
い
て
い
ま
す
。

国
内
で
も
ペ
ッ
ト
の
輸
入
な

ど
に
よ
り
、
狂
犬
病
に
感
染

し
て
い
る
動
物
が
存
在
す
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
狂
犬

病
に
は
有
効
な
治
療
法
が
な

く
、
潜
伏
期
間
は
通
常
20
日

か
ら
60
日
で
、
発
症
し
た
場
合
、

致
死
率
は
ほ
ぼ
１
０
０
％
で

す
。

　
生
後
91
日
を
経
過
し
た
犬

を
飼
っ
て
い
る
場
合
、
飼
い

犬
の
登
録
（
生
涯
に
１
度
）

と
毎
年
の
予
防
注
射
は
飼
い

主
の
義
務
で
す
。
愛
犬
の
た

め
、
自
身
の
た
め
に
も
必
ず

注
射
を
受
け
さ
せ
て
く
だ
さ

い
。

マナーを守って犬を飼いましょう

警察安全情報

被害者相談窓口をご利用ください
　警察では、犯罪の被害に遭われた人々を支

援するため、各種相談窓口を設けています。

○犯罪被害者やその家族からの相談は

　　０８６―２３３―８３４９

○被害の未然防止に関する相談は

　　０８６―２３３―０１１０

○性犯罪に関する相談は

　　０１２０―００１―７９７

○暴力団に関する相談や情報は

　　０８６―２３３―８９３０

○少年問題に関する相談は

　　０８６―２３１―３７４１

○瀬戸内警察署被害者支援係は

　　０８６９―３４―６１１０

　ささいなことでも、遠慮なく相談してくだ

さい。

■問い合わせ先

　瀬戸内警察署

　　０８６９―３４―６１１０

答えは本紙27ページに掲載

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を

ご
存
知
で
す
か
？

10月１日から、邑久・牛窓地域でカン・
ビン・金属類のコンテナ回収スタート


